
 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月 

 

宇土市議会定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月２８日招集 
 



 

 

令和７年１２月市議会定例会議案目次 

番  号 議      案      名 ページ 
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議案第８９号 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例及び宇土市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について 

２ 

議案第９０号 
宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 
３ 

議案第９１号 
熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更について 
４ 

議案第９２号 指定管理者の指定について ５ 

議案第９３号 指定管理者の指定について ６ 

議案第９４号 指定管理者の指定について ７ 

議案第９５号 指定管理者の指定について ８ 

議案第９６号 指定管理者の指定について ９ 

議案第９７号 指定管理者の指定について １０ 

議案第９８号 公有水面埋立免許出願に係る意見について １１ 



 

 

議案第９９号 令和７年度宇土市一般会計補正予算（第５号）について 
１４ 

別冊 

議案第１００号 
令和７年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 
〃 

議案第１０１号 
令和７年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

１５ 

別冊 

議案第１０２号 令和７年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）について 〃 

議案第１０３号 
令和７年度宇土市下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

１６ 

別冊 

議案第１０４号 宇土市固定資産評価審査委員会の委員の選任について １７ 

諮問第１号 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 
１８ 

報告第１５号 
専決処分の報告について 

 専決第１３号 訴えの提起について 
１９ 
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議案第８８号 

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例 

 宇土市税条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第９０条第１項第１号中「（以下「身体障害者」という。）」を削り、「「精神障害

者」」を「「身体障害者等」」に、「（身体障害者で年齢１８歳未満のもの又は精神障害

者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者、当該身体障

害者若しくは精神障害者（以下「身体障害者等」という。）」を「（身体障害者等と生計

を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者等、当該身体障害者

等」に改め、同条第２項中「身体障害者若しくは」を「身体障害者等若しくは」に改め、

同項第２号中「年齢」を「生年月日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宇土市税条例第９０条の規定は、令和８年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和７年度分までの軽自動車税の種別割につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 熊本県税条例の一部改正に準じ、本市における身体障害者等に対する軽自動車税の種別

割の減免対象を拡充するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第８９号 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例及び宇土市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及

び宇土市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

 令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例及び宇土市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

（宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２

第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８

条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

 （宇土市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 宇土市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）の施行に伴い、条例を改

正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９０号 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

 令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成２６年条例第

２１号)の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭

和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表におい

て同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」に、「当該健康診断が利用

乳幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる」に、

「、利用開始時の」を「、同欄に掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児の利用開始

前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を加

える。 

児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

  



4 

議案第９１号 

 

   熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和８年３月

３１日限りで、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、熊本県市町村総

合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のとおり

変更する。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

                 宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部を次のように変更する。 

 別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「菊池市、上天草市」を「上天草市」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害

見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故により災

害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

 一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更しようとするときは、地方自治

法第２９０条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９２号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   網田レトロ館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   ＮＰＯ法人網田倶楽部 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市健康福祉館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   九州綜合サービス株式会社 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

                        宇土市長 元 松 茂 樹 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市老人福祉センター、宇土市西部老人福祉センター 

  

２ 指定管理者となる団体の名称 

   九州綜合サービス株式会社 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９５号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市網津公民館網引分館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   網引地区振興会 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市民会館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   ＮＰＯ法人宇土の文化を考える市民の会 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市網田焼の里資料館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   網田の魅力発見隊 

 

３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９８号 

 

   公有水面埋立免許出願に係る意見について 

 

 公有水面埋立免許の出願に係る意見について、熊本県知事に次のとおり意見を述べるも

のとする。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 出願者の住所及び氏名 

  熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

  赤瀬漁港管理者 熊本県 代表者 熊本県知事 木 村 敬 

 

２ 埋立区域 

(1) 位置 

宇土市赤瀬町字山ノ神１９６番２地先公有水面 

 (2) 区域 

次の①の地点から⑳の地点を順次に直線で結んだ線及び⑳の地点と①の地点を結ぶ

令和６年秋分の満潮位（ＤＬ＋４．３９メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域 

①の地点 起点 四等三角点御輿来 （北緯３２度３９分４７．８１６５秒、東経１

３０度３１分２４．０９７１秒の地点）から２４０度３４分４８秒５７２．

２５９メートルの地点 

②の地点 ①の地点から ３１７度１０分５９秒  ６．９９９メートルの地点 

③の地点 ②の地点から ３１７度０５分１１秒 １０．０００メートルの地点 

④の地点 ③の地点から ３１７度２５分４８秒  ５．０００メートルの地点 

⑤の地点 ④の地点から ３１７度０５分１１秒  ５．０００メートルの地点 

⑥の地点 ⑤の地点から ３１７度１２分０３秒 １０．０００メートルの地点 

⑦の地点 ⑥の地点から ３１７度０８分３７秒 ３０．０００メートルの地点 

⑧の地点 ⑦の地点から ３１７度１５分３０秒 １０．０００メートルの地点 

⑨の地点 ⑧の地点から ３１６度５４分５２秒 １０．０００メートルの地点 

⑩の地点 ⑨の地点から ３１７度０５分１１秒  ８．０００メートルの地点 

⑪の地点 ⑩の地点から ２２７度０５分１１秒 １２．１００メートルの地点 

⑫の地点 ⑪の地点から １３７度０５分１１秒 １８．５００メートルの地点 

⑬の地点 ⑫の地点から  ４７度０５分１１秒  １．０００メートルの地点 

⑭の地点 ⑬の地点から １３７度０５分１１秒  ２．５００メートルの地点 

⑮の地点 ⑭の地点から ２２７度０５分１１秒  １．０００メートルの地点 

⑯の地点 ⑮の地点から １３７度０５分１１秒 ２７．４９９メートルの地点 

⑰の地点 ⑯の地点から  ４７度０５分１１秒  １．００１メートルの地点 
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⑱の地点 ⑰の地点から １３７度０５分１１秒  ２．５００メートルの地点 

⑲の地点 ⑱の地点から ２２７度０５分１１秒  １．０００メートルの地点 

⑳の地点 ⑲の地点から １３７度０５分１１秒 ４１．８２３メートルの地点 

(3) 面積 

   １，１３２．９０平方メートル 

 

３ 埋立てに関する工事の施行区域 

(1) 位置 

   宇土市赤瀬町字山ノ神１９６番１２、１９６番６及び１９６番２地先公有水面 

 (2) 区域 

次の(A)の地点から(D)の地点を順次に直線で結んだ線及び(D)の地点と(A)の地点を

直線で結んだ線により囲まれた区域 

(A)の地点 起点 四等三角点御輿来（北緯３２度３９分４７．８１６５秒、東経１３

０度３１分２４．０９７１秒の地点）から２３５度０２分０２秒５１１．

６６６メートルの地点 

(B)の地点 (A)の地点から ３１７度１０分２４秒 ２９４．６４７メートルの地点 

(C)の地点 (B)の地点から ２２７度０５分１５秒 １７９．１６２メートルの地点 

(D)の地点 (C)の地点から １３７度０５分１５秒 ２４７．５１０メートルの地点 

 (3) 面積 

   ４８，５１２．２８平方メートル 

 

４ 埋立地の用途 

  漁港施設用地 

 

意見 公有水面埋立免許の出願については、異議ありません。 

 

 

提案理由 

 県知事に公有水面埋立免許の出願に係る意見を述べるときは、公有水面埋立法（大正１

０年法律第５７号）第３条第４項の規定により議会の議決を経る必要があるため。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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埋立区域・施行区域位置図 

 

 

  

埋立区域 

施行区域 
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議案第９９号 

 

令和７年度宇土市一般会計補正予算（第５号）について 

 

令和７年度宇土市一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１００号 

 

令和７年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和７年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１０１号 

 

令和７年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和７年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１０２号 

 

令和７年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

令和７年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１０３号 

 

令和７年度宇土市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

令和７年度宇土市下水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 


